
⽇本学⽣⽀援機構第⼆種奨学⾦の継続貸与 

（休学中の学⽣対象）の受付について 

 現在、第⼆種奨学⾦の貸与を受けており、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を機に令和２年度中に休学して

ボランティアに参加する等の活動を⾏い、⼤学がその休学期間の活動が有意義であると認めた⽅については、休学

中も貸与を最⼤１年継続できることになりました。 

 

●対象者 

 次の①~③の全てを満たす⽅ 

① 令和 2 年度に第⼆種奨学⾦の貸与を受けている⽅ 

② 新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を機に、令和２年度中に休学しボランティアに参加する等 

（学びの複線化）の活動を⾏う⽅ 

※ 令和２年４⽉以降、既に休学し当該活動を⾏っている者も対象です。 

※ 申請時において既に復学し、令和２年度末までに当該活動を⾏わないことが確定している場合は 

対象外です。 

※ 令和３年４⽉以降の活動の取り扱いについては、追ってお知らせします。 

③ ②の休学期間の活動が有意義であること、及び奨学⾦貸与の必要性を在学学校⻑が認める⽅ 

※ 「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「⾃⼰の⼈間形成に役⽴つ」等の活動内容であるこ

とが認められる場合は対象となります。 

●提出書類 

 休学時奨学⾦継続願（本学ホームページよりダウンロードして作成してください。） 

  ※ 活動内容を選択のうえ、活動内容詳細欄に次の２点を記載してください。 

・「新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響を機に休学し活動（具体的に記載）を⾏うこと」 

・「奨学⾦の継続が必要であること」 

●提出期限 

 令和３年１⽉５⽇（⽕）必着 

●提出⽅法 

 窓⼝または郵送 

●書類提出先・本件問合せ先 

 〒657-8501 神⼾市灘区鶴甲１－２－１  ℡︓078-803-5430、5433 

 神⼾⼤学学務部学⽣⽀援課奨学⽀援グループ（鶴甲第⼀キャンパス B 棟１階学⽣センター内） 

  （医学部・海事科学部・医学研究科・保健学研究科・海事科学研究科の学⽣も奨学⽀援グループに提出） 

 E-mail  stdnt-shogakushien[at]office.kobe-u.ac.jp([at]は＠に差し替えてください) 

窓⼝受付時間︓8︓30〜17︓15 

（⼟⽇祝以外。令和 2 年 12 ⽉ 26 ⽇（⼟）〜令和 3 年 1 ⽉ 4 ⽇（⽉）は年末年始につき窓⼝受付対象外） 


